
議案第２１０号

   首都高速道路株式会社が行う高速道路事業の変更に対する同意について

 道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第３条第６項の規定に基づき、首都

高速道路株式会社が下記のとおり変更することについて、同条第７項の規定において

準用する同条第３項及び第４項の規定により同意することの議決を求める。

  平成２７年１１月２５日提出

                      さいたま市長 清 水 勇 人  

記

 平成２６年１０月１７日付け建土道計第５１４号をもって同意のあった埼玉県道高

速さいたま戸田線に関する事業について、当該事業中料金の額及びその徴収期間を別

紙のとおり変更する。



（別紙）

料金の額及びその徴収期間 

１ 基本料金の額 

首都高速道路（さいたま市緑区大字三浦から同市南区内谷２丁目までの埼玉県道高速さいたま戸田線

を含む。以下同じ。）における基本料金の額は、１回の通行につき、次のとおりとする。なお、未供用

の路線又は区間については、供用開始の期日から適用する。 

 １キロメートル当たり料金の額と固定額  

ア １キロメートル当たりの料金の額 

利用距離に対して課する１キロメートル当たりの料金の額は、下表のとおりとする。 

（単位：円） 

車種区分 料金の額 

軽自動車等 23.616 

普通車 29.52 

中型車 35.424 

大型車 48.708 

特大車 81.18 

（注） 上表において「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」及び「特大車」とあ

るのは、それぞれ別添１の自動車の車種区分をいう（以下同じ。）。 

イ 利用１回に対して課する固定額 

利用１回に対して課する固定額は、１５０円とする。 

 適用方法 

ア 料金距離 

首都高速道路の入口、出口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会 

社若しくは東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部（以下「出入口等」という。）の相互 

間の距離（以下「料金距離」という。）は、街路との接続部から入口の本線合流部及び出口の本線 

分流部までの延長並びに東京高速道路株式会社線を距離に算入せず、出入口等の相互間の最短経路 

により算出した距離とし、別添２のとおりとする。 

（注） 

(ｱ) 料金距離は次の原則に従い定めるものとする。ただし、 に定める額を適用する時点において



供用されていない出入口等に関する料金距離については、当該出入口等に係る供用開始の期日か

ら適用する。 

a 出入口等の相互間の経路が複数存在する場合は、実際に利用した経路にかかわらず、首都高 

速道路のみを通行する場合の最短経路により算出した距離を料金距離とする。 

b 出入口等の相互間の距離が通行する方向により異なる場合は、実際に利用した経路にかかわ

らず、短い距離となる通行方向の距離を料金距離とする。 

c 常盤橋出入口又は八重洲出入口を入口又は出口として首都高速道路を通行してきた自動車が、

引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を乗継利用する場合

は、料金距離には東京高速道路株式会社線の距離を含めないものとする。 

(イ) 現金車（ＥＴＣ車（有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する

省令（平成１１年建設省令第３８号。以下「建設省令」という。）第１条に規定する有料道路自

動料金収受システム（以下「ＥＴＣシステム」という。）を使用して無線通信により料金を徴収

する自動車をいう。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行

が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行した

ものとみなす。以下同じ。）以外の自動車をいう。以下同じ。）は、首都高速道路の入口又は首

都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路株式会社

の管理する道路との接続部（以下「入口等」という。）から利用可能な最遠の首都高速道路の出

口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路

株式会社の管理する道路との接続部（以下「出口等」という。）までの距離（別添３に掲げる出

入口等を利用する場合においては、同表に掲げる距離）を料金距離とし、その料金距離に応じて

料金の額を適用する。 

(ウ) 未供用の路線の供用開始等の理由により、別添２又は別添３について軽微な変更を行う場合は、

事前に国土交通大臣に届出を行うものとする。 

イ 出入口等の相互間の料金の計算額 

出入口等の相互間の料金の計算額は、車種ごとに出入口等の相互間の料金距離に応じて、次の算 

式により算出する。 

料金の計算額＝ＬＲ＋Ｆ （単位：円） 

（注）上記計算式においてＬ、Ｒ及びＦは、それぞれ次の数値を表す。 

 Ｌ：出入口等の相互間の料金距離（単位：キロメートル） 



 Ｒ：１キロメートル当たりの料金の額（単位：円） 

 Ｆ：利用１回に対して課する固定額（単位：円） 

ウ 通行止めに伴う料金調整 

最初に首都高速道路に流入した入口等をＡ、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不 

可能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出出口等をＢ、途 

中流出後、当該迂回経路の終点となる首都高速道路への再流入入口等をＣ、首都高速道路に再流入 

した後の最終流出出口等をＤとし、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となっ 

たことを理由として、ＢＣ間を迂回して通行した自動車が、首都高速道路を順方向に通行し、Ｃに 

おいて通行止めにより迂回して通行した事実を示した場合の料金の額について、次のように料金調 

整を行った額を徴収する。 

(ア) ＥＴＣ車の場合の料金調整 

ＡＢ間の料金距離とＣＤ間の料金距離を合算した料金距離に応じて、イの計算式により算出さ

れた料金の額を適用する。 

(イ) 現金車の場合の料金調整 

ＡＢ間の通行とＣＤ間の通行を１回の通行とみなして、Ａから利用可能な最遠の出口等までの 

距離に応じて、料金を徴収する。 

 消費税等の取扱い及び料金の単位 

に定める方法により算出した車種ごとの出入口等の相互間の料金距離に応じた額に消費税法（昭 

和６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）にて定める消費税額及び地方 

消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により、１０円単位の端数処理を行うこととする。ただし、 

事前に国土交通大臣に届出を行うことで、切捨てにより、１０円単位の端数処理を行うことができる。 

２ 特別の措置 

 １キロメートル当たりの料金の額の特例 

利用距離に対して課する１キロメートル当たりの料金の額は、１ アにかかわらず、平成２８年４ 

月１日以降首都高速道路株式会社（以下「会社」という。）が別に定める日から平成３３年３月３１ 

日までの間、下表Ａのとおり特別の措置を適用する。なお、未供用の路線又は区間については、供用 

開始の期日から適用する。 



表Ａ 

（単位：円）

車種区分 料金の額 

軽自動車等 23.616

普通車 29.52

中型車 31.5864

大型車 48.708

特大車 63.1728

 料金距離に応じた料金の額  

料金距離が４．２km以下となる場合の料金の額については、１及び２ にかかわらず、１回の通行 

につき１台当たり、平成２８年４月１日以降会社が別に定める日から平成３３年３月３１日までの間 

は下表Ｂの区分に応じた額とし、それ以降当分の間は、下表Ｃの区分に応じた額とする。なお、未供 

用の路線又は区間については、供用開始の期日から適用する。 

表Ｂ 

料金距離 
料金の額 

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 

4.2km 以下 251.5488 円 276.9360 円 285.8215 円 359.4444 円 421.6430 円 

表Ｃ 

料金距離 
料金の額 

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 

4.2km 以下 251.5488 円 276.9360 円 302.3232 円 359.4444 円 499.0740 円 

（注） 

ア 料金距離は次の原則に従い定めるものとし、別添２のとおりとする。ただし、上表Ａ、上表Ｂ及

び上表Ｃに定める額を適用する時点において供用されていない出入口等に関する料金距離について

は、当該出入口等に係る供用開始の期日から適用する。 

(ア) 出入口等の相互間の経路が複数存在する場合は、実際に利用した経路にかかわらず、首都高速 

道路のみを通行する場合の最短経路により算出した距離を料金距離とする。 

(イ) 出入口等の相互間の距離が通行する方向により異なる場合は、実際に利用した経路にかかわら 

ず、短い距離となる通行方向の距離を料金距離とする。 

(ウ) 常盤橋出入口又は八重洲出入口を入口又は出口として首都高速道路を通行してきた自動車が、 

引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を乗継利用する場合は、

料金距離には東京高速道路株式会社線の距離を含めないものとする。 

イ 現金車は、首都高速道路の入口等から利用可能な最遠の出口等までの距離（別添３に掲げる出入 

口等を利用する場合においては、同表に掲げる距離）を料金距離とし、その料金距離に応じて料金 



の額を適用する。ただし、料金距離が４．２km以下となる場合の料金の額については、上表Ｂ又は 

上表Ｃの料金の額を適用する。 

ウ 未供用の路線の供用開始等の理由により、別添２又は別添３について軽微な変更を行う場合は、 

事前に国土交通大臣に届出を行うものとする。 

 通行止めに伴う料金調整 

最初に首都高速道路に流入した入口等をＡ、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可 

能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出出口等をＢ、途中流 

出後、当該迂回経路の終点となる首都高速道路への再流入入口等をＣ、首都高速道路に再流入した後 

の最終流出出口等をＤとし、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを 

理由として、ＢＣ間を迂回して通行した自動車が、首都高速道路を順方向に通行し、Ｃにおいて通行 

止めにより迂回して通行した事実を示した場合の料金の額について、次のように料金調整を行った額 

を徴収する。 

ア ＥＴＣ車の場合の料金調整 

ＡＢ間の料金距離とＣＤ間の料金距離を合算した料金距離に応じて、料金の額を適用する。 

イ 現金車の場合の料金調整 

ＡＢ間の通行とＣＤ間の通行を１回の通行とみなして、Ａから利用可能な最遠の出口等までの距 

離に応じて、料金を徴収する。 

 消費税等の取扱い及び料金の単位 

から までに定める料金の額に消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当 

する額を加算し、四捨五入により、１０円単位の端数処理を行うこととする。ただし、事前に国土交 

通大臣に届出を行うことで、切捨てにより、１０円単位の端数処理を行うことができる。 

３ 通常料金及び特別の措置における割引 

 割引を適用する自動車及び割引率等 

ア 上限料金の引下げに係る割引については、次のとおりとする。 

(ア) 割引を適用する自動車 

割引を適用する自動車は、首都高速道路を通行する軽自動車等、普通車、中型車、大型車及び 

特大車とする。 

(イ) 割引後の額 



利用した出入口等の相互間の料金距離が、１回の通行につき１台当たり、下表に掲げる料金距 

離となる場合は、平成２８年４月１日以降会社が別に定める日から平成３３年３月３１日までの 

間は下表Ａの区分に応じた割引後の額を適用し、それ以降当分の間は、下表Ｂの区分に応じた割 

引後の額を適用する。 

     表Ａ 

料金距離 
割引後の額 

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 

35.7km 超 993.0912 円 1203.8640 円 1277.6345 円 1888.8756 円 2405.2690 円 

表Ｂ 

料金距離 
割引後の額 

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車 

35.7km 超 993.0912 円 1203.8640 円 1414.6368 円 1888.8756 円 3048.1260 円 

イ 障害者割引については、次のとおりとする。 

(ア) 割引を適用する自動車 

割引を適用する自動車は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４条に基づく福祉に関

する事務所（市町村及び特別区が設置したものに限る。以下同じ。）又は当該事務所を設置して

いない町村において、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定に

より交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第

１５６号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙）の定めるところにより交付されてい

る療育手帳（以下「手帳」という。）に、次の a 又は b の要件を満たすものとして、会社が別に

定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等の必要事項の記載の手続がなされた自

動車とする。 

a 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供

され、本人又はその親族等が所有する自動車（営業用の自動車を除く。）で、会社が別に定め

るもの 

b 手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則（

昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施につ

いて（昭和４８年９月２７日児発第７２５号厚生省児童家庭局長通知）」の第三に定める障害

の程度に基づき会社が別に定める者（以下「重度障害者」という。）が手帳を携行して乗車し、

その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害

者又はその親族等が所有する（これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては



当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する）自動車（営業用の自動車を除

く。）で、会社が別に定めるもの 

なお、上記自動車がＥＴＣシステムを使用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の

支払を行おうとする場合は、会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ＥＴＣク

レジットカード（会社との契約に基づきＥＴＣカード（建設省令第２条第２項の規定に基づき

東日本高速道路株式会社、会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高

速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「六会社」という。）が公告したＥ

ＴＣシステム利用規程第３条第１号に規定するＥＴＣカードをいう。以下同じ。）を発行する

者から貸与を受けたＥＴＣカードをいう。以下同じ。）又はＥＴＣパーソナルカード（六会社

が契約に基づき共同で発行し、貸与するＥＴＣカードをいう。以下同じ。）と車載器（同号に

規定する車載器をいう。以下同じ。）をともに使用する場合に限る。 

(イ) 割引率 

５０％以下とする。 

ウ 環境ロードプライシング割引については、次のとおりとする。 

(ア) 割引を適用する自動車 

割引を適用する自動車は、ＥＴＣ車のうち、神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県横浜市鶴見

区大黒ふ頭から同県川崎市川崎区浮島町まで（大黒ジャンクション（大黒ふ頭出入口を含む。以

下同じ。）から川崎浮島ジャンクション（浮島出入口を含む。以下同じ。）まで）及び川崎市道

高速縦貫線のうち神奈川県川崎市川崎区大師河原一丁目から同区浮島町まで（大師出入口から川

崎浮島ジャンクションまで）の区間の一部を含む区間を通行した大型車及び特大車とする。 

ただし、神奈川県道高速横浜羽田空港線のうち神奈川県川崎市川崎区浅田四丁目から同区大師

河原一丁目まで（浅田出入口から大師ジャンクション（大師出入口と川崎市道高速縦貫線を連続

して利用するために通行する区間を除く。）まで）の区間を通行しない場合に限るものとし、本

割引が適用される時点において供用されていない出入口等については、当該出入口等に係る供用

開始の期日から本割引を適用する。 

(イ) 割引率等 

２０％とする。ただし下表に定める利用区間を通行する場合においては、同表の割引率を適用 

する。 



     表      

利用区間 割引率 

神奈川県道高速横浜羽田空港線、神奈川県道高速湾岸線、横浜市道高速１

号線、横浜市道高速２号線、横浜市道高速湾岸線、横浜市道高速横浜環状

北線、横浜市道高速横浜環状北西線又は川崎市道高速縦貫線における各出

入口等から首都高速道路の路線名中、さいたま市緑区大字三浦から同市南

区内谷２丁目までの埼玉県道高速さいたま戸田線における各出入口等まで 

１０％ 

エ 大口・多頻度割引については、次のとおりとする。 

(ア) 割引を適用する自動車 

割引を適用する自動車は、ＥＴＣ車のうちＥＴＣコーポレートカード（東日本高速道路株式会

社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社（以下「三会社」という。）が別に定

める約款（以下「利用約款」という。）により、三会社が実施する大口・多頻度割引の適用に関

する契約を三会社のいずれかと締結した利用者が、当該契約に基づいて契約相手方の会社に利用

約款第４条第２項第１号に規定する車載器管理番号の届出がなされた車載器を備え、かつ、当該

車載器に利用するものとして当該会社から貸与されたＥＴＣカードをいう。以下同じ。）を使用

して通行料金の支払を行おうとする利用者の自動車とする。 

(イ) 割引率 

a 車両単位割引 

(a)  (ア)の自動車が使用するＥＴＣコーポレートカード１枚ごとの月間利用金額に対し、下表Ａ

の割引率を適用する。ただし、平成２４年１月１日から平成３８年３月３１日までの間は下

表Ｂの割引率を適用する。 

(b)  平成２８年４月１日以降会社が定める日から平成３８年３月３１日までの間においては、

利用した出入口等に下表Ｃに掲げる出入口等が含まれない通行であって、かつ、下表Ｄ左欄

のジャンクションから同表右欄に掲げる出入口の方向に進行しない交通に係る月間利用金額

（以下「月間要件通行利用金額」という。）に応じて、下表Ｅの割引率を月間要件通行利用

金額に適用する。ただし、本割引が適用される時点において供用されていない出入口等につ

いては、当該出入口等に係る供用開始の期日から本割引を適用する。 

表Ａ 

月間利用金額 割引率 

5,000 円以下の部分 0% 

5,000 円を超え､10,000 円までの部分 2% 



10,000 円を超え､30,000 円までの部分 5% 

30,000 円を超え､50,000 円までの部分 8% 

50,000 円を超える部分 12% 

       表Ｂ 

月間利用金額 割引率 

5,000 円以下の部分 0% 

5,000 円を超え､10,000 円までの部分 10% 

10,000 円を超え､30,000 円までの部分 15% 

30,000 円を超える部分 20% 

表Ｃ 

出入口等 

入谷、上野、本町、芝浦、戸越、荏原、目黒、天現寺、

渋谷、高樹町、新宿、代々木、外苑、北池袋、東池袋、

護国寺、早稲田、飯田橋、西神田、一ツ橋、堤通、向

島、駒形、清洲橋、浜町、箱崎、一般国道１４号（京葉

道路）との接続部（小松川ジャンクション（仮称）供用

開始の期日まで）、一之江（小松川ジャンクション（仮

称）供用開始の期日まで）、小松川（両国ジャンクショ

ン方向へ進行する入口に限る。）、錦糸町、枝川、塩

浜、木場、福住、豊洲、晴海仮（仮称）、台場、宝町、

京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、飯倉、霞が関、代

官町、北の丸、神田橋、常盤橋、八重洲、丸の内、呉服

橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理

する道路との接続部 

表Ｄ 

ジャンクション 出入口 

大井ジャンクション 芝浦 

大橋ジャンクション 渋谷 

西新宿ジャンクション 新宿 

熊野町ジャンクション 北池袋 

堀切ジャンクション 堤通 

小松川ジャンクション（仮称） 錦糸町 

辰巳ジャンクション 枝川 

有明ジャンクション 台場 

表Ｅ 

月間要件通行利用金額 割引率 

10,000 円以下の部分 0% 

10,000 円を超える部分 5% 

b 契約単位割引 

(ア)に定める契約に基づく利用者の月間利用金額の合計が１００万円を超え、かつ、利用者の 

自動車１台当たりの月間平均利用額が５千円を超える場合にあっては、当該利用者の(イ)a に定 



める割引率適用前の当該月間利用金額の合計に対し１０％の割引率を適用する。 

ｃ 実施する期間 

(イ)b に定める割引は、平成２４年１月１日から平成３８年３月３１日までの間とする。 

 オ ＥＴＣ路線バス割引については、次のとおりとする。 

(ア) 割引を適用する自動車 

割引を適用する自動車は、ＥＴＣコーポレートカード（ただし、車載器とともに本割引の適

用を受けるための会社への登録がなされている場合に限り、かつ、会社が別に定める日までの

間については、料金の前払がなされている場合に限る。）を使用して通行料金の支払を行おう

とする路線バス（乗車定員３０人以上の自動車のうち、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものであり、かつ、

会社がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいう。以下同じ。）と

する。 

(イ) 割引率 

３９％以下とする。 

カ 首都高速道路企画割引については、次のとおりとする。 

会社は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への貸付料の支払に支障のない範囲に

おいて、次のとおり割引を実施することができる。 

(ア) 割引を適用する自動車 

割引を適用する自動車は、ＥＴＣ車とする。 

(イ) 割引率 

個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて適宜設定する。 

(ウ) 実施する期間 

実施する期間を個々の企画割引ごとに適宜設定する。 

(エ) 適用区間 

個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。 

(オ) 事前の届出 

個々の企画割引ごとに上記(ア)から(エ)までの詳細について、事前に国土交通大臣に届出を行う

ものとする。 

キ 有料道路の料金に係る社会実験に関する割引については、次のとおりとする。 



(ア) 割引を適用する自動車 

  割引を適用する自動車は、首都高速道路を通行し、有料道路の料金に係る社会実験に参加する 

全自動車とする。 

(イ) 割引率 

個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて割引率を適宜設定する。 

(ウ) 実施する期間 

個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて実施する期間を限定する。 

(エ) 適用区間 

個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて適用区間を限定する。 

(オ) 事前の届出 

個々の社会実験ごとに上記(ア)から(エ)までの詳細について、事前に国土交通大臣に届出を行うも 

のとする。 

 割引相互間の適用関係 

ア 上限料金の引下げに係る割引を適用する自動車は、３に定める他の全ての割引と重複するもの

とし、上限料金の引下げに係る割引を適用した後の金額に対して３に定める他の全ての割引を適

用する。 

イ 障害者割引又はＥＴＣ路線バス割引を適用する自動車については、上限料金の引下げに係る割引 

以外の割引と重複して適用しない。 

ウ 上限料金の引下げに係る割引、環境ロードプライシング割引及び大口・多頻度割引相互間の重複 

適用関係は、次のとおりとする。 

(ア) 重複適用の有無 

○…適用あり

環境

大口 ○

（注）「環境」、「大口」は、それぞれ、環境ロードプライシング割引、大口・多頻度割引を指す。 

(イ) 重複適用の順序 

適用の順序 割引の種類 

１ 上限料金の引下げに係る割引 

２ 環境ロードプライシング割引 

３ 大口・多頻度割引 



 消費税等の取扱い及び割引後の額の単位 

(1)ア及びウに定める割引を適用した額（ア及びウに定める割引後の額が適用される場合において

は、消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額）に１

０円未満の端数がある場合には、四捨五入により１０円単位の端数処理を行うこととする。 

ただし、事前に国土交通大臣に届出を行うことで、切捨てにより、１０円単位の端数処理を行う

ことができる。 

４ 料金の徴収期間 

平成１８年４月１日から平成７７年９月３０日までとする。 

５ その他 

 乗継について 

首都高速道路を通行してきたＥＴＣ車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き 

続いて首都高速道路を通行する場合であって、ＥＴＣシステムに当該通行実績を記録した自動車に 

ついては、これを１回の通行とみなす。また、首都高速道路を通行してきた現金車が、引き続き東 

京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を通行する場合であって、乗継券を 

提出した自動車については、これを１回の通行とみなす。 

 実施期日 

１から３までに掲げる事項は平成２８年４月１日以降会社が別に定める日から実施し、それまで 

の間は従前のとおりとする。 
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自動車の車種区分

車種区分 自動車の種類 定  義 

軽自動車等 

ア 軽自動車 
 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「法」という。）
第３条の軽自動車 

イ 小型特殊自動車  法第３条の小型特殊自動車 

ウ 小型二輪自動車 
 法第３条の小型自動車のうち、二輪自動車（側車付き二輪自動車を含
む。）であるもの 

普通車 

エ 小型自動車 
 法第３条の小型自動車で、人の運送の用に供するものにあっては、乗
車定員が１０人以下のもの（ウに該当するものを除く。） 

オ 普通乗用自動車 
 法第３条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員が１０
人以下のもの 

カ けん引自動車が軽自動車等
である連結車両 

 けん引するための構造及び装置を有する自動車（以下「けん引自動車
」という。）のうち、アないしウに該当するものとけん引されるための
構造及び装置を有する自動車（以下「被けん引自動車」という。）との
連結車両で、被けん引自動車の車軸数が１のもの 

中型車 

キ 普通貨物自動車 
（車両総重量８トン未満かつ
最大積載量５トン未満で３車
軸以下） 

 法第３条の普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの（以下「
普通貨物自動車」という。）で、車両総重量８トン未満かつ最大積載量
５トン未満で車軸数が３以下のもの又は被けん引自動車を連結していな
いセミトレーラ用トラクタ（２車軸） 

ク 乗合型自動車 
（乗車定員１１人以上２９人
以下で車両総重量８トン未満
） 

 法第３条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員１１人
以上のもの（以下「乗合型自動車」という。）で、乗車定員が２９人以
下であり、かつ車両総重量８トン未満のもの 

ケ けん引自動車が軽自動車等
又は普通車である連結車両 

 アないしウに該当するけん引自動車と、被けん引自動車（２車軸以上
）との連結車両及びエ又はオに該当するけん引自動車と被けん引自動車
（１車軸）との連結車両 

大型車 

コ 普通貨物自動車（車両総重
量８トン以上又は最大積載量
５トン以上で３車軸以下、及
び車両総重量が車両制限令第
３条第１項第２号イに定める
値以下かつ４車軸） 

 普通貨物自動車のうち、車両総重量８トン以上又は最大積載量５トン
以上で車軸数が３以下のもの（キに該当するものを除く。）、車両の総
重量、長さ等が車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項
に定める限度以下で、車軸数が４のもの及び被けん引自動車を連結して
いないセミトレーラ用トラクタ（３車軸） 

サ 乗合型自動車 
（路線を定めて定期又は臨時
に運行するもの等） 

 乗合型自動車で、乗車定員が３０人以上又は車両総重量８トン以上の
もののうち、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条に規定す
る許可を受けて同法第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事
業を経営する者であって当該許可に係る路線を定期に運行するもの及び
これに類するものとして首都高速道路株式会社が認めたもの及び同法第
３条第１号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法
第２１条第２号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行する
もの、並びに車両総重量８トン以上のもののうち、乗車定員が２９人以
下で、かつ車両の長さが９メートル未満のもの 

シ けん引自動車が普通車、中
型車または大型車（２車軸）
である連結車両 

 エ又はオに該当するけん引自動車と被けん引自動車（２車軸以上）と
の連結車両、キ又はクに該当するけん引自動車と被けん引自動車（１車
軸）との連結車両及びコ又はサに該当するけん引自動車（２車軸）と被
けん引自動車（１車軸）との連結車両 

特大車 

ス 普通貨物自動車 
（４車軸以上） 

 普通貨物自動車で、車軸数が４以上のもの（コに該当するものを除
く。） 

セ 連結車両 
 けん引自動車と被けん引自動車との連結車両（カ、ケ及びシに該当す
るものを除く。） 

ソ 大型特殊自動車  法第３条の大型特殊自動車 

タ 乗合型自動車 
（その他） 

 乗合型自動車で、乗車定員が３０人以上または車両総重量８トン以上
のもの（サに該当するものを除く。） 













出入口等 料金距離（km）

新都心（さいたま見沼方向へ進行する入口に限る。） 2.3

新都心西（新都心方向へ進行する入口に限る。） 4.1

浦和北（入口に限る。） 8.0
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